
【様式第１号】

貸借対照表
（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 51,772,158,237 固定負債 15,827,708,638 

有形固定資産 46,527,669,437 地方債 15,137,099,638 
事業用資産 23,608,917,511 長期未払金 - 

土地 11,349,200,705 退職手当引当金 690,609,000 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 23,490,907,551 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 13,444,150,498 流動負債 1,515,482,744 
工作物 1,399,052,816 １年内償還予定地方債 1,351,620,918 
工作物減価償却累計額 △ 553,902,963 未払金 646,674 
船舶 - 未払費用 - 
船舶減価償却累計額 - 前受金 - 
浮標等 - 前受収益 - 
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 149,716,277 
航空機 - 預り金 13,498,875 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 17,343,191,382 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,367,809,900 固定資産等形成分 55,083,239,236 

インフラ資産 22,682,610,051 余剰分（不足分） △ 15,333,133,486 
土地 6,018,410,731 
建物 781,217,232 
建物減価償却累計額 △ 466,861,808 
工作物 43,111,161,144 
工作物減価償却累計額 △ 28,811,827,221 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 2,050,509,973 

物品 1,302,531,729 
物品減価償却累計額 △ 1,066,389,854 

無形固定資産 77,892,869 
ソフトウェア 77,764,762 
その他 128,107 

投資その他の資産 5,166,595,931 
投資及び出資金 85,706,000 

有価証券 - 
出資金 85,706,000 
その他 - 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 78,061,376 
長期貸付金 - 
基金 5,012,757,795 

減債基金 - 
その他 5,012,757,795 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 9,929,240 

流動資産 5,321,138,895 
現金預金 1,975,786,133 
未収金 34,288,179 
短期貸付金 20,000,000 
基金 3,291,080,999 

財政調整基金 2,894,631,610 
減債基金 396,449,389 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 16,416 39,750,105,750 

57,093,297,132 57,093,297,132 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計
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【様式第２号】

行政コスト計算書
自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

金額

経常費用 12,910,201,537 

業務費用 6,950,000,390 

人件費 2,125,782,734 

職員給与費 1,583,283,814 

賞与等引当金繰入額 149,716,277 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 392,782,643 

物件費等 4,596,911,497 

物件費 2,697,914,430 

維持補修費 117,189,237 

減価償却費 1,781,807,830 

その他 - 

その他の業務費用 227,306,159 

支払利息 45,596,543 

徴収不能引当金繰入額 9,940,852 

その他 171,768,764 

移転費用 5,960,201,147 

補助金等 2,724,580,055 

社会保障給付 2,520,151,507 

他会計への繰出金 697,024,223 

その他 18,445,362 

経常収益 415,946,744 

使用料及び手数料 99,913,408 

その他 316,033,336 

純経常行政コスト 12,494,254,793 

臨時損失 116,122,310 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 116,122,310 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 - 

臨時利益 2,162,805 

資産売却益 2,162,805 

その他 - 

純行政コスト 12,608,214,298 

科目
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【様式第３号】

純資産変動計算書
自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 39,718,227,261 55,996,484,217 △ 16,278,256,956 

純行政コスト（△） △ 12,608,214,298 △ 12,608,214,298 

財源 12,633,635,946 12,633,635,946 

税収等 9,292,461,782 9,292,461,782 

国県等補助金 3,341,174,164 3,341,174,164 

本年度差額 25,421,648 25,421,648 

固定資産等の変動（内部変動） △ 919,701,822 919,701,822 

有形固定資産等の増加 1,293,632,257 △ 1,293,632,257 

有形固定資産等の減少 △ 1,862,495,179 1,862,495,179 

貸付金・基金等の増加 160,005,472 △ 160,005,472 

貸付金・基金等の減少 △ 510,844,372 510,844,372 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 6,456,841 6,456,841 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 31,878,489 △ 913,244,981 945,123,470 

本年度末純資産残高 39,750,105,750 55,083,239,236 △ 15,333,133,486 

科目 合計
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【様式第４号】

資金収支計算書
自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 11,146,814,852 

業務費用支出 5,186,569,302 
人件費支出 2,116,915,062 
物件費等支出 2,868,384,917 
支払利息支出 45,596,543 
その他の支出 155,672,780 

移転費用支出 5,960,245,550 
補助金等支出 2,724,624,458 
社会保障給付支出 2,520,151,507 
他会計への繰出支出 697,024,223 
その他の支出 18,445,362 

業務収入 12,783,271,114 
税収等収入 9,274,187,724 
国県等補助金収入 3,125,970,664 
使用料及び手数料収入 100,578,808 
その他の収入 282,533,918 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 6,809,000 
業務活動収支 1,643,265,262 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,407,431,960 
公共施設等整備費支出 1,274,952,841 
基金積立金支出 132,479,119 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 - 
その他の支出 - 

投資活動収入 701,566,968 
国県等補助金収入 208,394,500 
基金取崩収入 450,154,153 
貸付金元金回収収入 20,000,000 
資産売却収入 23,018,315 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 705,864,992 
【財務活動収支】

財務活動支出 1,595,700,221 
地方債償還支出 1,595,700,221 
その他の支出 - 

財務活動収入 938,580,000 
地方債発行収入 938,580,000 
その他の収入 - 

財務活動収支 △ 657,120,221 
本年度資金収支額 280,280,049 
前年度末資金残高 1,682,007,209 
本年度末資金残高 1,962,287,258 

前年度末歳計外現金残高 13,665,075 
本年度歳計外現金増減額 △ 166,200 
本年度末歳計外現金残高 13,498,875 
本年度末現金預金残高 1,975,786,133 

科目
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1　重要な会計方針
(1)　有形固定資産等の評価基準及び評価方法

①　有形固定資産･･････････････････････････････取得原価
　　ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
　ア　昭和59年度以前に取得したもの････････････再調達原価
　　ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
　イ　昭和60年度以後に取得したもの
　　取得原価が判明しているもの････････････････取得原価
　　取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価
　　　ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
②　無形固定資産･･････････････････････････････取得原価
　　ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
　　取得原価が判明しているもの････････････････取得原価
　　取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価

(2)　有価証券等の評価基準及び評価方法
①　満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法）
②　満期保有目的以外の有価証券
　ア 市場価格のあるもの･･･････････････････････会計年度末における市場価格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（売却原価は移動平均法により算定）
　イ 市場価格のないもの･･･････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法））
③　出資金
　ア 市場価格のあるもの･･･････････････････････会計年度末における市場価格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（売却原価は移動平均法により算定）
　イ 市場価格のないもの･･･････････････････････出資金額

(3)　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　個別法による低価法

(4)　有形固定資産等の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
　　　　建物　 14年～50年
　　　　工作物 10年～50年
　　　　物品　  2年～15年
②　無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法
　　　（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（５年）に基づく定額法によっています。）
③　リース資産
　ア　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　  　･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
　イ　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　  　･･････････リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

(5)　引当金の計上基準及び算定方法
①　投資損失引当金
　　市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下
　した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。
②　徴収不能引当金
　　未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。
　　長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。
　　長期貸付金については、過去５年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。
③　退職手当引当金
　　退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総
　額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち中央市へ按分される額を加算した額を控除した額を計
　上しています。
④　損失補償等引当金
　　履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する
　将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。
⑤　賞与等引当金
　　翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞ
　れ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

注記
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(6)　リース取引の処理方法
①　ファイナンス・リース取引
　　通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
②　オペレーティング・リース取引
　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(7)　資金収支計算書における資金の範囲
　　現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（中央市資金管理方針において、歳計現金等の保管方法とし
　て規定した預金等をいいます。）
　　なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(8)　その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
①　物品及びソフトウェアの計上基準
　　物品については、取得価額又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上していま
　す。
　　ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。
②　資本的支出と修繕費の区分基準
　　資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円未満であるとき、又は固定資産の取得価額等のおお
　むね10％未満相当額以下であるときに修繕費として処理しています。

2　重要な会計方針の変更等
(1)　会計方針の変更

　該当ありません。
(2)　表示方法の変更

　該当ありません。
(3)　資金収支計算書における資金の範囲の変更

　該当ありません。

3　重要な後発事象
(1)　主要な業務の改廃

　該当ありません。
(2)　組織・機構の大幅な変更
　 　該当ありません。
(3)　地方財政制度の大幅な改正

　該当ありません。
(4)　重大な災害等の発生

　該当ありません。

4　偶発債務
(1)　保証債務及び損失補償債務負担の状況

　該当ありません。
(2)　係争中の訴訟等

　係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けている主なものは次のとおりです。
①甲府地裁令和2年（行ウ）第4号
　損害賠償命令請求住民訴訟事件　請求額436,286,448円
②甲府地裁令和4年（ワ）第101号
　損害賠償等請求事件　請求額46,704,314円（連帯）

5　追加情報（財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項）
(1)　対象範囲

　一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。
　　一般会計
　　田富よし原処理センター事業特別会計

(2)　出納整理期間について
　　地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の
　受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

(3)　地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりです。
　実質赤字比率 　　 － ％
　連結実質赤字比率  － ％
　実質公債費比率 　 7.0％
　将来負担比率 　　 0.5％
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(4)　繰越事業に係る将来の支出予定額
　繰越明許費（地方自治法第213条第1項）　896,790,349円
　事故繰越額（地方自治法第220条第3項）　39,363,824円
　継続費の逓次繰越額（地方自治法施行令第145条第1項）　387,490,413円

(5)　過年度修正等に関する事項

　

　①平成30年度以前の貸借対照表において、売却を目的として保有している資産を事業用資産（土地）に含めてい
　たため、令和元年度より棚卸資産に修正しています。
　②令和2年度の資金収支計算書において業務収入に錯誤があり、年度末資金残高に変更が生じたため令和3年度資
　金収支計算書にて修正しています。またこれに伴い貸借対照表及び純資産変動計算書にも変更が生じたため、併
　せて令和3年度において修正しています。

(6)　純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容
①　固定資産等形成分
　　固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。
②　余剰分（不足分）
　　純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

(7)　資金収支計算書に係る事項
①基礎的財政収支　　665,321,779円

②既存の決算情報との関連性

収入（歳入）（円） 支出（歳出）（円）

歳入歳出決算書（一般会計＋田富よし原処理センター事
業特別会計）(1)

16,133,091,291 14,170,804,033

資金収支計算書(1)-(2)-(3) 14,430,227,082 14,149,947,033

繰越金に伴う差額（一般会計＋田富よし原処理センター
事業特別会計）(2)

1,682,007,209

会計間の繰入・繰出による内部相殺消去(3) 20,857,000 20,857,000
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